
株主総会に当日ご出席いただけない株主様

同封の議決権行使書のご返送またはインターネットにより
議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

インターネット郵 送

定時株主総会
招集ご通知第31回

フィールズ株式会社　証券コード：2767

日　　時 2019年６月19日（水曜日）　
13時（受付開始 12時）

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役７名選任の件

場　　所 東京都渋谷区桜丘町26番１号
セルリアンタワー東急ホテル
Ｂ２Ｆ　ボールルーム

末尾の『株主総会会場ご案内図』をご参照いただき、
お間違えのないようお願い申し上げます。

パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からも
ご覧いただけます。

https://s.srdb.jp/2767/



株 主 各 位

2019年５月31日

第31回定時株主総会招集ご通知

1. 日 時 2019年６月19日（水曜日）13時（受付開始 12時）
2. 場 所 東京都渋谷区桜丘町26番１号　セルリアンタワー東急ホテル　Ｂ２Ｆ　ボールルーム

（末尾の『株主総会会場ご案内図』をご参照いただき、お間違えのないようお願い申し上げます。）

3. 目的事項
報告事項 1. 第31期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告、連結計算書類

ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第31期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役７名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項
３ページから４ページに記載の『議決権行使についてのご案内』をご参照ください。

東 京 都 渋 谷 区 南 平 台 町 16 番 17 号
フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社
代表取締役会長兼社長　山本英俊

招集ご通知
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インターネットによる開示について
本株主総会に係る提供書面のうち以下の事項については、法令および当社定款の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載することにより提供
させていただきます。

■ 事業報告
 1  当社グループの現況に関する事項 

（7）主要な事業内容 
（8）従業員の状況 
（9）主要な借入先

 3  会社役員に関する事項 
 （3）社外役員に関する事項 
　②当事業年度における主要な活動状況 
　③責任限定契約の内容の概要

 4 会計監査人の状況
 5 会社の体制および方針
■ 連結計算書類
  連結株主資本等変動計算書 

連結注記表
■ 計算書類
  株主資本等変動計算書 

個別注記表
■ 監査報告書
 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

従いまして、本株主総会招集ご通知の提供書面は、監査役および会計監査人が監査した対象の一部であります。

以上

● 本株主総会に係る参考書類および提供書面に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
● 本株主総会招集ご通知および本株主総会に係る参考書類の英語訳は、当社ウェブサイトに掲載しております。

当社ウェブサイト：https://www.fields.biz/ir/

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

第
１
号
議
案

第
２
号
議
案

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類
等

監
査
報
告
書

2



株主総会開催日時
2019年６月19日（水曜日）13時〔受付開始12時〕
同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。
※�代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主の方1名に委任する場合に限られます。なお、この場合、代理権を証明する書面の
ご提出が必要となりますので、ご了承ください。

※�各議案に対し賛否の表示がない場合は、賛成のご表示が
あったものとして取り扱わせていただきます。

株主総会へ出席

（1）� 書面とインターネット（「スマート行使」を含む）等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」を含む）等によるものを有効な
議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）� インターネット（「スマート行使」を含む）等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただ
きます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

機関投資家の皆様へ
株式会社ICJが運営する『議決権電子行使�
プラットフォーム』のご利用を事前に申し込まれ
た場合には、当該プラットフォームにより議決権
をご行使いただけます。

ご不明な点につきましては、
以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
議決権行使について �0120-652-031（9:00～21:00）
その他のご照会 �0120-782-031（平日9:00～17:00）

当日ご出席いただけない場合

2019年６月18日（火曜日）
18時到着分まで

2019年６月18日（火曜日）
18時行使分まで

行使期限 行使期限
書面による議決権行使 「スマート行使」によるご行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示いただき、行使期限までに当社株主名
簿管理人に到着するようご返送ください。

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン
用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」を
スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

インターネットによるご行使

2019年６月18日（火曜日）
18時行使分まで

行使期限

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載
の議決権行使コードおよびパスワードをご利用の
うえ、画面の案内に従って議案に対する賛否を
ご登録ください。

パソコン、スマートフォンまたは
携帯電話等から、

議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net

詳細につきましては次頁をご覧ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。

議決権行使についてのご案内
6ページ以降の株主総会参考書類をご検討いただき、
以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席いただける場合

招集ご通知
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議決権行使書

③

④

®

「スマート行使」によるご行使 インターネットによるご行使

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン
用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」を
スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご登録ください。

確認画面で
問題なければ�
「この内容で
行 使 する 」�
ボタンを押し
て行使完了と
なります。

※�議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は、株主様のご負担となります。
※�インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

①�議決権行使ウェブサイトへアクセスする①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

②議決権行使ウェブサイトを開く

③各議案について
　個別に指示する

④�すべての会社提案議案�
について「賛成」する

※�QRコード®は、株式会社
デンソーウェーブの�
登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み取り、�
同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく�
必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト�https://www.web54.net�へ直接
アクセスして行使いただくことも可能です）。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「議決権
行使コード」をご入力
ください。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「パス
ワード」をご入力くだ�
さい。

②ログインする

③パスワードを入力する

https://www.web54.net

以降、画面の案内に従って賛否をご登録ください。

議決権行使コード

パスワード

クリック

クリック

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

第
１
号
議
案

第
２
号
議
案

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類
等

監
査
報
告
書

4



Ⓒ円谷プロ



株主総会参考書類
Reference Materials for the Annual General Meeting of Shareholders

第１号議案
第２号議案

剰余金の処分の件
取締役７名選任の件
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議案および参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件
　当社は、企業価値の向上を経営の重要課題と位置づけ、利益に応じた適正な配当を行うことを基本方針としております。
　一方、市場環境の急激な変化に伴い、中長期的な視点で財務基盤の安定化を図り、収益拡大に向けた投資資金の確保を優
先することが、将来的な企業価値向上も含めた最大の株主還元につながると判断しております。
　つきましては、具体的な配当は、2018年５月11日付「2018年３月期　決算短信」にて公表いたしました配当予想どおり
１株につき10円とさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

配当財産の種類

　金　銭
1

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき10円
　総額331,837,000円

2

剰余金の配当が効力を生じる日

　2019年６月20日
3

株主総会参考書類 第1号議案
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第２号議案　取締役７名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役全員（７名）が任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任をお願いいたした
いと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名 当社における地位および担当
（2019年４月１日現在） 取締役会出席状況（出席率）

1 再任 山
やま

本
もと

　英
ひで

俊
とし

代表取締役会長　兼　社長 19回／19回（100.00%）

2 再任 吉
よし

田
だ

　永
えい 専務取締役

事業統括本部長 19回／19回（100.00%）

3 再任 栗
くり

原
はら

　正
まさ

和
かず

取締役
グループ経営戦略本部長　
兼　戦略企画部長

19回／19回（100.00%）

4 再任 小
お

澤
ざわ

　謙
けん

一
いち

取締役
グループ経営戦略本部副本部長　
兼　事業管理部長

19回／19回（100.00%）

5 再任 山
やま

中
なか

　裕
ひろ

之
ゆき

取締役
管理本部長　
兼　管理部長

19回／19回（100.00%）

6 再任 吉
よし

田
だ

　賢
けん

吉
きち

取締役 15回／15回（100.00%）

7 再任 糸
いと

井
い

　重
しげ

里
さと

 
社外

独立役員
社外取締役 15回／19回（78.95%）

（注）�吉田賢吉氏は、2018年６月20日開催の第30回定時株主総会において、取締役として選任され、就任いたしました。
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山
やま

本
もと

　 英
ひで

俊
とし

生年月日
1955年10月29日生
所有する当社の株式数
8,875,000株

1

取締役候補者とした理由
　山本英俊氏は、当社の創業者であり、創業以来、強いリーダーシップで当
社グループの経営を指揮し、事業を牽引しております。また、当社事業お
よび関連業界における高度な専門性と見識を有しており、当社グループの
意思決定および業務執行に対して重要な役割を果たしております。取締役
会としましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、
取締役候補者といたしました。

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1988年 ６ 月 当社設立代表取締役社長
2007年 ６ 月 当社代表取締役会長
2018年 ５ 月 当社代表取締役会長兼社長（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社BOOOM取締役会長
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社取締役
株式会社ほぼ日取締役（社外）

再任

株主総会参考書類 第2号議案
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吉
よし

田
だ

　 永
えい

　
生年月日
1962年５月５日生
所有する当社の株式数
－株

２

取締役候補者とした理由
　吉田永氏は、PS業界における豊富な経験と高い専門性を有しており、当
社のPS事業の販売部門の責任者として、PS事業全般の推進および監督双
方の役割と責務を実効的に果たしております。取締役会としましては、同
氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者とい
たしました。

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1987年 ４ 月 日拓エンタープライズ株式会社入社
2000年11月 同社常務執行役員
2005年 ５ 月 ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
2007年 ６ 月 同社代表取締役社長
2010年 ３ 月 株式会社総合メディア設立代表取締役社長
2016年 ４ 月 当社入社執行役員PS事業統括本部長
2016年 ６ 月 当社専務取締役PS事業統括本部長
2019年 ４ 月 当社専務取締役事業統括本部長（現任）

（重要な兼職の状況）
ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社取締役
株式会社総合メディア取締役
ジー・アンド・イー株式会社取締役

再任
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栗
くり

原
はら

　 正
まさ

和
かず

生年月日
1960年１月12日生
所有する当社の株式数
－株

３

取締役候補者とした理由
　栗原正和氏は、コンテンツビジネスおよびIP事業戦略に関する見識を有
しており、当社発展のための事業戦略の構築およびその管理監督機能とし
て重要な役割を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏
を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といた
しました。

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1983年 ４ 月 株式会社システムコミュニケーションズ入社
1987年10月 株式会社電通入社
2007年 ５ 月 当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
2008年 ６ 月 当社取締役商品本部長
2010年 ４ 月 当社常務取締役開発本部長
2011年 ４ 月 当社常務取締役コンテンツ本部長
2014年 ４ 月 当社常務取締役
2018年 ５ 月 当社取締役グループ経営戦略室
2019年 ４ 月 当社取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社デジタル・フロンティア取締役
株式会社ナンバーナイン取締役

再任

株主総会参考書類 第2号議案
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４ 略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1990年 ４ 月 株式会社埼玉銀行入行
2005年 ５ 月 みずほ証券株式会社入社
2006年 ９ 月 楽天株式会社入社
2008年10月 同社経理部長
2010年 １ 月 当社入社計画管理本部副本部長
2010年 ４ 月 当社執行役員計画管理本部副本部長
2014年 ４ 月 当社執行役員
2014年 ６ 月 当社常務取締役
2018年 ５ 月 当社取締役グループ経営戦略室
2019年 ４ 月 当社取締役グループ経営戦略本部副本部長兼事業管理部長（現任）

（重要な兼職の状況）
フィールズジュニア株式会社代表取締役社長
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社取締役
株式会社エスピーオー取締役
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社監査役
株式会社フューチャースコープ監査役
株式会社デジタル・フロンティア監査役
株式会社円谷プロダクション監査役

再任

取締役候補者とした理由
　小澤謙一氏は、経理分野における豊富な経験や管理会計分野における高
い専門性を有しており、当社グループの監視機能として重要な役割を実効
的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企
業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

小
お

澤
ざわ

　 謙
けん

一
いち

生年月日
1966年11月20日生
所有する当社の株式数
－株
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山
やま

中
なか

　 裕
ひろ

之
ゆき

生年月日
1967年12月23日生
所有する当社の株式数
30,000株

５

取締役候補者とした理由
　山中裕之氏は、経理・財務における豊富な経験と見識を有しており、経
理・財務部門の責任者として管理および監督双方の役割と責務を実効的に
果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価
値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1989年 ５ 月 当社入社
2000年 ４ 月 当社取締役管理本部長
2006年 ６ 月 当社取締役計画管理本部長
2018年 ５ 月 当社取締役管理部長
2019年 ４ 月 当社取締役管理本部長兼管理部長（現任）

（重要な兼職の状況）
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社代表取締役
株式会社フューチャースコープ取締役
フィールズジュニア株式会社監査役
新日テクノロジー株式会社監査役
株式会社BOOOM監査役
株式会社マイクロキャビン監査役
株式会社クロスアルファ監査役
株式会社スパイキー監査役
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社監査役
株式会社七匠監査役
ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社監査役

再任

株主総会参考書類 第2号議案
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再任

吉
よし

田
だ

　 賢
けん

吉
きち

生年月日
1962年２月２日生
所有する当社の株式数
－株

6

取締役候補者とした理由
　吉田賢吉氏は、PS業界における豊富な経験、実績および高い専門性を有
しており、当社グループのPS事業の開発部門の実質的な責任者として、そ
の責務を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の
企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1984年 ４ 月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社
2004年 ６ 月 サミー株式会社代表取締役社長（COO）
2007年 ９ 月 アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長
2012年 ３ 月 株式会社BOOOM代表取締役社長（現任）
2018年 ６ 月 当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社BOOOM代表取締役社長
新日テクノロジー株式会社取締役
株式会社マイクロキャビン取締役

（注） １. 取締役候補者吉田賢吉氏が代表取締役社長を務める株式会社BOOOMと当社との間にはPS開発関連の取引があり
ます。

 　 その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 ２.取締役候補者糸井重里氏に関する事項は、以下のとおりであります。
 （1）  同氏は、社外取締役の候補者であります。なお、当社は、同氏を当社が定める独立役員として指定し、東京証券取

引所に届け出ております。
 （2）  同氏は、現在当社の社外取締役であり、当社との間で会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金３百万円または法令の定め
る最低責任限度額のいずれか高い額としております。つきましては、同氏の再任をご承認いただいた場合には、社
外取締役に期待される役割を十分発揮できるよう、当該契約を継続する予定であります。

糸
いと

井
い

　 重
しげ

里
さと

生年月日
1948年11月10日生
所有する当社の株式数
80,000株

7 略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

社外取締役候補者とした理由
　糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や
豊富な経験、独自の発想から当社のクリエイティブおよび経営指標に対し
て重要かつ有益なアドバイスをいただいております。取締役会としまして
は、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングあるい
は監督いただける人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、
同氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって18年となります。

1979年12月 有限会社東京糸井重里事務所（現 株式会社ほぼ日）設立
代表取締役社長（現任）

2001年 ６ 月 当社取締役（社外）（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社ほぼ日代表取締役社長

再任 社外 独立役員

以上
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1 当社グループの現況に関する事項
　

（1）損益および財産の状況の推移
当社グループの損益および財産の状況の推移

　

期別

項目
第28期

（2016年３月期）
第29期

（2017年３月期）
第30期

（2018年３月期）
第31期

（当連結会計年度）
（2019年３月期）

売上高 （百万円） 94,476 76,668 61,055 51,639

営業利益または営業損失（△） （百万円） 1,411 △5,374 △5,738 △1,363

経常利益または経常損失（△） （百万円） 1,380 △9,068 △5,204 △1,396
親会社株主に帰属する当期純利益
または親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

（百万円） 118 △12,483 △7,691 △298

１株当たり当期純利益または
当期純損失（△） 3円58銭 △376円19銭 △231円77銭 △8円99銭

総資産 （百万円） 92,478 80,397 72,336 68,196

純資産 （百万円） 58,291 43,227 35,509 35,105

１株当たり純資産 1,726円88銭 1,272円48銭 1,054円99銭 1,041円16銭

ROE （%） 0.20 △25.08 △19.92 △0.86

ROA （%） 1.36 △10.49 △6.82 △1.99

自己資本比率 （%） 61.97 52.52 48.40 50.66

フリー・キャッシュ・フロー （百万円） 11,162 △11,246 3,304 5,396

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第31期の期首
から適用しており、第30期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
標等となっています。
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第28期 第30期第29期 第31期
当連結会計年度

第28期 第30期第29期 第31期
当連結会計年度

第28期 第30期第29期 第31期
当連結会計年度

第28期 第30期第29期 第31期
当連結会計年度

第28期 第30期第29期 第31期
当連結会計年度

第28期 第30期第29期 第31期
当連結会計年度

第28期 第30期第29期 第31期
当連結会計年度

第28期 第30期第29期 第31期
当連結会計年度

第28期 第30期第29期 第31期
当連結会計年度
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■ 親会社株主に帰属する当期純利益または
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

● 1株当たり当期純利益または当期純損失（△）
（百万円） （百万円） 

■ 総資産

■ 売上高 ■ 営業利益または営業損失（△） ■ 経常利益または経常損失（△）

■ 純資産  ● 1株当たり純資産

（百万円） （円） （円） 

（%） 

● ROE  ● ROA

（%） 

● 自己資本比率

（百万円） 

■ フリー・キャッシュ・フロー

（百万円） （百万円） （百万円）
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1,041.161,041.16

△1.99△1.99

（ご参考）連結財務ハイライト
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（2）事業の経過およびその成果
　当期の当社グループは大きく経営の舵を切り、
４つの中核企業を中心とした運営体制による大規
模な経営改革を進めました。あわせて、経営コス
トの最適化に向けた経営効率化諸施策を強力に実
行いたしました。

　当社を中核とするパチンコ・パチスロ事業にお
きましては、本来の流通という立ち位置に回帰
し、当社が強みとするマーケティング機能の強化
を通じて、新台販売はもとより、お客様の多様な
ニーズに応える新規事業のスタートアップ等、流
通基盤のさらなる拡充に注力いたしました。
　当期のパチンコ・パチスロ市場環境は、2018
年２月１日に「風適法施行規則」※が施行され、メ
ーカー各社による新規則に基づく遊技機（以下、
「新規則機」）の積極的な開発と、市場への投入が
進められました。新規則に対応したパチンコ機は
８月から、パチスロ機は10月から市場に順次投入
されており、新規則機がもたらす多様なゲーム性
と適度な消費金額の枠内で遊びやすい「安心して
楽しめるパチンコ・パチスロ」は、ホールならび
にファンから一定の評価を得るに至っておりま
す。こうした背景から、新規則機に対する市場の
需要が、パチンコ・パチスロともに一層喚起され
ました。このような環境の中、下半期にはメーカ
ー各社による型式試験の申請件数が急増したこと
で申請受理に至ること自体が困難を極め、型式試
験の厳格化による適合率の低迷等もあり、市場へ
の機種（タイトル）供給は低調に推移いたしまし
た。
　こうした状況下で、当社は、型式試験の通過待
ちを含む複数機種を保有しながら、通期業績の達
成に努めましたが、一部機種において、型式試験
の申請受理から適合に至るまでに想定以上の時間
を要したため、その販売を延期いたしました。こ
の結果、当期のパチンコ・パチスロ販売台数は
138千台（前期比53千台減）となりました。

　当社グループのIP事業の中核企業である株式会
社円谷プロダクションにおきましては、ブランド
戦略に基づくグローバルエンターテイメントカン
パニーを目指して、新規アニメーション作品
『ULTRAMAN』の北米や中国における映像配信
等、海外展開の戦略的な拡大を推進いたしまし
た。あわせて、国内マネタイズインフラの最大化
や戦略的アライアンスの構築を強力に実行いたし
ました。
　また、映像事業を手がける株式会社デジタル・
フロンティアにおきましては、パートナー企業と

の共同開発によるオリジナルTVアニメ作品『荒
野のコトブキ飛行隊』をはじめ、新規映像作品の
創出に注力するとともに、中国を中心とするグロ
ーバルでの映像制作受託等を推進いたしました。
　以上の結果、当連結会計年度における売上高は
51,639百万円（前期比9,416百万円減）、営業損
失は1,363百万円（前期比4,375百万円改善）、経
常損失は1,396百万円（前期比3,808百万円改
善）、また、関係会社株式売却益、段階取得に係
る差益等による特別利益等を計上したことによ
り、親会社株主に帰属する当期純損失は298百万
円（前期比7,392百万円改善）となりました。
※2018年２月１日施行「風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律施行規則」および「遊技機の認定及び
型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」

＜当連結会計年度の業績について＞
　当連結会計年度に当社グループが見込んでおり
ましたライセンス許諾の売上につきまして、その
一部（約1,600百万円）を、2019年４月以降の
代金回収時に計上することとなりました。その理
由につきましては、以下のとおりであります。
　当社グループにおける版権等のライセンス許諾
売上および収益につきましては、従来、ライセン
ス許諾時に、一括計上しておりました。それを受
けて、2019年３月６日付「業績予想の修正に関
するお知らせ」は、契約済ライセンス許諾の売上
および収益を織り込んでおり、計画に対し収益面
では、営業利益約200百万円で着地する見込みで
ありました。
　しかしながら、監査の最終段階において、ライ
センス許諾の分割回収に関する売上計上方法を監
査法人と協議した結果、長期分割回収による許諾
売上に関しましては、代金回収の都度、計上する
こととなりました。これは、ライセンス許諾の大
型化に伴う分割回収案件の増加を受けて、売上の
実態をより適切に反映させるために行うものであ
ります。
　以上の結果、当連結会計年度に見込んでおりま
したライセンス許諾売上および収益のうち、長期
分割回収による約1,600百万円が、次連結会計年
度以降の代金回収時に計上することとなりまし
た。
　今後につきましては、高度化する会計諸制度等
に関して、様々な観点から監査法人と随時意見交
換を行い、また、その他外部の専門家等の助言、
見解等も参考にしながら経営管理の充実を図って
まいります。



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

第
１
号
議
案

第
２
号
議
案

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類
等

監
査
報
告
書

20

（ご参考）次期の見通し
2020年３月期 利益計画

　（単位：百万円）
2018年3月期実績 2019年3月期実績 2020年3月期見通し

増減額 増減額
営業損益 △5,738 △1,363 ＋4,375 1,500 ＋2,863
経常損益 △5,204 △1,396 ＋3,808 1,500 ＋2,896
親会社株主に帰属する
当期純損益 △7,691 △298 ＋7,392 1,000 ＋1,298

　当社グループの次期の事業推進につきまして
は、主力であるパチンコ・パチスロ事業に注力す
ることに加え、株式会社円谷プロダクションの事
業成長を最重要課題に位置付けております。

　当社を中核とするパチンコ・パチスロ事業にお
きましては、従来取り組んできた徹底的な商品分
析とマーケティングの成果を発揮し、ファンを楽
しませ、ホールに喜ばれる最適商品の企画・開発
と販売に注力してまいります。
　一方で、当事業の次期収益計画は、保通協型式
試験における申請受理から適合に至るまでのリー
ドタイムを慎重かつ厳密に織り込んだ計画として
おります。
　商品開発につきましても、マーケティング技術
の精度を高めることで市場ニーズをさらに的確に
捉え、販売台数の増大を目指してまいります。
　株式会社円谷プロダクションは、当社グループ
の事業成長の要として、グループの総力を挙げて
国内外の事業拡大を推進してまいります。次期に
おいては、映画作品そのものの収益性を高めるこ
と、積極的な企業タイアップ等によるIPのブラン
ド価値向上と収益化の推進、そして北米、中国を
主とするグローバル展開の加速、これら３点の実
現に注力してまいります。

　また、株式会社デジタル・フロンティアは、国
内の映像制作ならびに受託開発はもとより、中国
をはじめとするグローバル展開の推進等、同社が
誇る高品質の３DCG技術をもとに価値の高い映
像作品を手がけ、さらなる収益拡大を目指しま
す。

　なお、次期の業績予想は上表のとおり、売上高
の開示をせず、利益計画を開示しております。こ
れは、パチンコ・パチスロ事業の新台販売におい
て、機動的なプロダクトミックス※が与える売上
計上のボラティリティが見込まれることによるも
のであります。
　以上により、次期の営業利益は1,500百万円
（前期比2,863百万円改善）、経常利益は1,500百
万円（前期比2,896百万円改善）、親会社株主に
帰属する当期純利益は1,000百万円（前期比
1,298百万円改善）を計画しております。

※当社の遊技機における売上計上方法は、代理店販売およ
び代行店販売の2通りあります。販売する機械によって、
売上高に大きな影響を及ぼす可能性があります。
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(3) 設備投資等の状況

(4) 資金調達の状況

(5) 対処すべき課題

　当連結会計年度の設備投資額は2,204百万円であり、その主な内容は事業用資産の取得費用であります。

　該当事項はありません。

　パチンコ・パチスロ市場においては、保通協の型式試験における申請受理から適合に至るまでのリードタイムが不透
明な状況が続き、遊技機の開発、販売スケジュールおよびホールの購買意欲に影響を及ぼしております。
　このような市場環境に対応するため当社グループでは、徹底したマーケティングに基づき、市場ニーズに寄り添う最
適商品の企画、開発、販売を進めてまいります。具体的には、分析結果を提携メーカーと共有する等、開発商品の品質向
上に取り組むとともに、市場において人気の高いシリーズ機の投入を図ります。また、安定的な収益確保と拡大に向け
ては、流通機能を活かし、お取引先のニーズに応える様々な周辺サービスの拡充を進めてまいります。
　さらに、株式会社円谷プロダクションの事業成長を最重要課題に位置付け、グループの総力を挙げた国内外の事業拡
大を推進してまいります。
　これら取り組みを通じて、グループ全体の持続的な成長を続けてまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

21



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

第
１
号
議
案

第
２
号
議
案

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類
等

監
査
報
告
書

22

　

（6）重要な子会社等の状況および主要拠点等
①重要な子会社および関連会社の状況

会社名 資本金
（百万円）

当社の
議決権比率（%） 主要な事業内容 所在地

フィールズジュニア株式会社 10 100.00 遊技機のメンテナンス等 東京都渋谷区

新日テクノロジー株式会社 10 100.00 遊技機の開発 東京都目黒区

株式会社B O O O M 10 100.00 遊技機の企画・開発 東京都渋谷区

株式会社マイクロキャビン 10 100.00 遊技機用ソフトウェアの企画・開発 三重県四日市市

株式会社クロスアルファ 10 100.00 遊技機の開発・製造 東京都渋谷区

株式会社スパイキー 100 100.00
（100.00）遊技機の開発・製造 東京都渋谷区

ルーセント・ピクチャーズ
エンタテインメント株式会社 10 99.89 アニメーションの企画・制作およびプロデュース 東京都渋谷区

トータル・ワークアウトプレミアム
マネジメント株式会社 5 95.00 フィットネスクラブの経営・運営 東京都渋谷区

株式会社フューチャースコープ 60 94.40 インターネットを利用した各種情報提供サービス 東京都渋谷区

株式会社デジタル・フロンティア 31 86.95 コンピュータ・グラフィックスの企画・制作等 東京都渋谷区

株式会社七匠 40 66.67
（27.78) 遊技機の企画・開発・製造・販売 東京都渋谷区

株式会社円谷プロダクション 310 51.00 映画、テレビ番組の企画・製作
キャラクター商品の企画・製作・販売 東京都渋谷区

株式会社総合メディア 10 35.00 セールスプロモーションに関する企画・制作 東京都渋谷区

株式会社エスピーオー 100 31.81 映画の企画・制作・配給等 東京都中央区

株式会社ナンバーナイン 118 24.88 漫画のセレクトショップ『マンガトリガー』の開発・
運営等 東京都渋谷区

（注）１．当社の議決権比率の( )内は、間接所有割合を内書きで記載しております。
　 ２．株式会社ミズホは、2018年7月19日付で株式譲渡により関連会社から除外しております。
　 ３．株式会社ヒーローズは、2018年10月15日付で株式譲渡により関連会社から除外しております。
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東京支社
5支店
東京支社
5支店

大阪支社  
３支店
大阪支社  
３支店

名古屋支社  
４支店
名古屋支社  
４支店

中・四国支社
３支店
中・四国支社
３支店

九州支社
４支店
九州支社
４支店

北海道・東北支社
３支店
北海道・東北支社
３支店

北関東支社
4支店
北関東支社
4支店

②当社の主要拠点等

事業所 所在地

本社 東京都渋谷区

支社
および
支店

北海道・東北支社 宮城県仙台市
札幌支店 北海道札幌市
仙台支店 宮城県仙台市
青森支店 青森県青森市
北関東支社 埼玉県さいたま市
さいたま支店 埼玉県さいたま市
高崎支店 群馬県高崎市
新潟支店 新潟県新潟市
郡山支店 福島県郡山市
東京支社 東京都渋谷区
東京支店 東京都渋谷区
西東京支店 東京都八王子市
千葉支店 千葉県千葉市
横浜支店 神奈川県横浜市
つくば支店 茨城県つくば市
名古屋支社 愛知県名古屋市
名古屋支店 愛知県名古屋市
三重支店 三重県四日市市
静岡支店 静岡県静岡市
金沢支店 石川県金沢市
大阪支社 大阪府大阪市
大阪支店 大阪府大阪市
京都支店 京都府京都市
神戸支店 兵庫県神戸市
中・四国支社 広島県広島市
広島支店 広島県広島市
山口支店 山口県山口市
松山支店 愛媛県松山市

事業所 所在地

支社
および
支店

九州支社 福岡県福岡市
福岡支店 福岡県福岡市
佐賀支店 佐賀県佐賀市
熊本支店 熊本県熊本市
鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市

店舗

トータル・ワークアウト
渋谷店 東京都渋谷区
六本木ヒルズ店 東京都港区
福岡店 福岡県福岡市

（注）上記主要拠点のほか、全国９ヵ所（盛岡、秋田、宇都宮、長野、上野、高松、岡山、大分、宮崎）にショールームを開設し
ております。
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2 株式に関する事項
　

（1）発行可能株式総数 138,800,000株

（2）発行済株式の総数 34,700,000株（自己株式1,516,300株を含む）

（3）株主数 7,725名

（4）大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

山本 英俊 8,875,000 26.75
株式会社ＳＡＮＫＹＯ 4,975,000 14.99
山本 剛史 3,612,800 10.89
有限会社ミント 1,600,000 4.82
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 886,200 2.67
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 692,300 2.09
ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ＮＶＩ０１ 675,800 2.04
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 589,500 1.78
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ５０５０１９ 565,800 1.71
ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＬＯＮＤＯＮ ＣＡＲＥ ＯＦ ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ
ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ,ＢＯＳＴＯＮ ＳＳＢＴＣ Ａ／Ｃ ＵＫ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＣＬ
ＩＥＮＴＳ－ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ

532,800 1.61

　

（注）１．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）および日
本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式は、全て信託業務に係る株式数です。

　 ２．当社は、自己株式1,516,300株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
３．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
４．2018年11月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、日本バリュー・インベスタ

ーズ株式会社が2018年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度
末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

大量保有報告書（変更報告書）の内容は、以下のとおりです。
氏名または名称 住所 保有株券等の数

（株）
株券等保有割合
（％）

日本バリュー・インベスターズ株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 2,562,800 7.72

　
（5）その他株式に関する重要な事項
　

該当事項はありません。
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3 会社役員に関する事項
　

（1）取締役および監査役の氏名等
　

氏名 地位および担当 重要な兼職の状況

山 本 英 俊 代表取締役会長兼社長
株式会社ＢＯＯＯＭ取締役会長
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社取締役
株式会社ほぼ日取締役（社外）

吉 田 永 専務取締役
PS事業統括本部長

ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社取締役
株式会社総合メディア取締役
ジー・アンド・イー株式会社取締役

栗 原 正 和 取締役
グループ経営戦略室

株式会社デジタル・フロンティア取締役
株式会社ナンバーナイン取締役

小 澤 謙 一 取締役
グループ経営戦略室

フィールズジュニア株式会社代表取締役社長
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社取締役
株式会社エスピーオー取締役
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社監査役
株式会社フューチャースコープ監査役
株式会社デジタル・フロンティア監査役
株式会社円谷プロダクション監査役

山 中 裕 之 取締役
管理部長

ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社代表取締役
株式会社フューチャースコープ取締役
フィールズジュニア株式会社監査役
新日テクノロジー株式会社監査役
株式会社BOOOM監査役
株式会社マイクロキャビン監査役
株式会社クロスアルファ監査役
株式会社スパイキー監査役
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社監査役
ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社監査役
株式会社七匠監査役
株式会社総合メディア監査役

吉 田 賢 吉 取締役
株式会社ＢＯＯＯＭ代表取締役社長
新日テクノロジー株式会社取締役
株式会社マイクロキャビン取締役

糸 井 重 里 取締役
社外 独立役員 株式会社ほぼ日代表取締役社長
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氏名 地位 重要な兼職の状況

池 澤 憲 一 常勤監査役
社外 独立役員 ―

古 田 善 香 監査役
社外 独立役員 古田善香税理士事務所所長

ア ー ル フ ッ ト 依 子 監査役
社外 独立役員 株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役

　

（注）１．取締役糸井重里氏は、会社法に定める社外取締役であります。
２．監査役池澤憲一、古田善香およびアールフット依子の各氏は、会社法に定める社外監査役であります。
３．当社は、取締役糸井重里ならびに監査役池澤憲一、古田善香およびアールフット依子の各氏を、当社が定める独立役員
として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

４．監査役池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や見識などを活かしたグ
ループ内部統制に関する十分な見識を有しております。

５．当事業年度中の取締役および監査役の異動は、次のとおりであります。
（1）2018年６月20日開催の第30回定時株主総会において、あらたに取締役として吉田賢吉氏が選任され、就任いたしまし

た。
（2）2018年６月20日開催の第30回定時株主総会において、あらたに監査役としてアールフット依子氏が選任され、就任い

たしました。
（3）2018年６月20日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって、繁松徹也、秋山清晴、藤井晶、藤島輝男および鎌形英

一の各氏は任期満了により取締役を退任いたしました。
（4）2018年６月20日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって、中元紘一郎氏は辞任により監査役を退任いたしまし

た。
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（2）取締役および監査役の報酬等の額
　

区分 支給人員 支給額

名 百万円
取締役

（うち社外取締役）
11
（1）

305
（9）

監査役
（うち社外監査役）

4
（4）

14
（14）

合計 15 320
　

（注）１．2014年６月18日開催の第26回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬額は、年額1,100百万円以内（うち社外取締役
50百万円以内）、2005年６月29日開催の第17回定時株主総会決議に基づく監査役の報酬額は、年額50百万円以内であり
ます。

２．上記、取締役および監査役の支給人員には、2018年６月20日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって退任した取締
役５名および監査役１名が含まれております。

３．上記、取締役の支給人員には、無報酬の取締役１名は含まれておりません。
　
（3）社外役員に関する事項
　

①重要な兼職先と当社との関係
　

区分 氏名 兼職先 兼職内容 当該他の法人等との関係

社外取締役 糸 井 重 里 株式会社ほぼ日 代表取締役社長 当社と株式会社ほぼ日との間に重要な取引
その他の関係はありません。

社外監査役 池 澤 憲 一 ― ― ―

社外監査役 古 田 善 香 古田善香
税理士事務所 所長 当社と古田善香税理士事務所との間に重要

な取引その他の関係はありません。

社外監査役 アールフット依子 株式会社ボッテガ・
ティグレ 代表取締役 当社と株式会社ボッテガ・ティグレとの間

に重要な取引その他の関係はありません。
　
　
　
　
　
　
　
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
本事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満を切捨てて表示し、百分率については小数点以下
第３位を四捨五入しております。
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連結貸借対照表
　（単位：百万円）

科目 第31期
2019年3月31日現在

（ご参考）
第30期

2018年3月31日現在

資産の部
流動資産 48,225 42,175
　現金及び預金 28,907 24,473
　受取手形及び売掛金 7,267 7,019
　電子記録債権 1,070 1,097
　商品及び製品 750 1,206
　仕掛品 4,839 2,804
　原材料及び貯蔵品 2,229 83
　商品化権前渡金 1,711 1,468
　その他 1,556 4,084
　貸倒引当金 △108 △61
固定資産 19,971 30,160
　有形固定資産 6,165 5,279
　 建物及び構築物 2,628 2,735
　 機械装置及び運搬具 30 30
　 工具、器具及び備品 1,746 564
　 土地 1,676 1,873
　 建設仮勘定 82 75
　無形固定資産 3,170 1,385
　 のれん 2,715 662
　 その他 455 723
　投資その他の資産 10,635 23,495
　 投資有価証券 5,785 6,773
　 長期貸付金 1,738 11,781
　 繰延税金資産 608 659
　 その他 4,191 4,838
　 貸倒引当金 △1,689 △556
資産合計 68,196 72,336

科目 第31期
2019年3月31日現在

（ご参考）
第30期

2018年3月31日現在

負債の部
流動負債 21,754 22,480
　支払手形及び買掛金 8,436 11,358
　短期借入金 5,960 4,151
1年内返済予定の長期借入金 2,580 2,580
　未払法人税等 122 171
　賞与引当金 249 288
　役員賞与引当金 10 9
　返品調整引当金 － 6
　その他 4,393 3,914
固定負債 11,337 14,346
　長期借入金 6,847 9,427
　退職給付に係る負債 628 660
　資産除去債務 903 879
　その他 2,957 3,378
負債合計 33,091 36,827
純資産の部
株主資本 33,927 34,391
　資本金 7,948 7,948
　資本剰余金 7,579 7,579
　利益剰余金 20,220 20,684
　自己株式 △1,821 △1,821
その他の包括利益累計額 622 617
その他有価証券評価差額金 598 669
為替換算調整勘定 0 0
退職給付に係る調整累計額 23 △53

非支配株主持分 555 500
純資産合計 35,105 35,509
負債純資産合計 68,196 72,336

POINT１資産の部 POINT２負債の部 POINT３純資産の部
　資産の部は前連結会計年度末から4,139
百万円減少し、68,196百万円となりまし
た。これは主に、原材料及び貯蔵品、仕掛
品の増加により流動資産が前期末から
6,049百万円増加、長期貸付金の減少によ
り投資その他の資産が前期末から12,860
百万円減少したためです。

　負債の部は前連結会計年度末から3,735
百万円減少し、33,091百万円となりまし
た。これは主に、長期借入金の減少により
固定負債が前期末から3,009百万円減少し
たためです。

　純資産の部は前連結会計年度末から403
百万円減少し、35,105百万円となりまし
た。これは主に、利益剰余金が前期末から
464百万円減少したためです。
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連結損益計算書
（単位：百万円）

科目 第31期
(2018年 4 月 1 日から)2019年 3 月31日まで

（ご参考）
第30期

(2017年 4 月 1 日から)2018年 3 月31日まで
売上高 51,639 61,055
売上原価 37,869 47,655
　売上総利益 13,769 13,400
販売費及び一般管理費 15,132 19,138
　営業損失（△） △1,363 △5,738
営業外収益 571 1,030
　受取利息 95 115
　受取配当金 163 175
　仕入割引 92 129
　受取賃貸料 1 1
　投資有価証券運用益 25 －
　出資分配金 96 186
　持分法による投資利益 － 306
　その他 96 116
営業外費用 604 496
　支払利息 76 81
　持分法による投資損失 458 －
　出資金償却 13 191
　資金調達費用 3 5
　関係会社貸倒引当金繰入額 16 163
　その他 35 53
　経常損失（△） △1,396 △5,204
特別利益 2,539 941
　関係会社株式売却益 1,400 0
　固定資産売却益 29 939
　投資有価証券売却益 361 －
　段階取得に係る差益 748 －
　その他 － 2
特別損失 1,169 3,123
　固定資産除却損 57 117
　減損損失 278 334
　投資有価証券評価損 － 2,185
　関係会社株式評価損 － 7
　事業再編損 472 －
　訴訟関連損失 167 400
　その他 193 78
税金等調整前当期純損失（△） △26 △7,386
法人税等 221 211
　法人税、住民税及び事業税 173 266
　法人税等調整額 47 △55
当期純損失（△） △247 △7,597
非支配株主に帰属する当期純利益 50 93
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △298 △7,691
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貸借対照表
　（単位：百万円）

科目 第31期
2019年3月31日現在

（ご参考）
第30期

2018年3月31日現在

資産の部
流動資産 34,303 36,167
　現金及び預金 24,176 21,981
　受取手形 2,117 1,575
　売掛金 3,220 4,219
　電子記録債権 1,070 1,097
　商品及び製品 437 1,182
　原材料及び貯蔵品 76 79
　短期貸付金 204 634
　前渡金 26 856
　商品化権前渡金 1,992 1,808
　前払費用 432 709
　その他 551 2,021
　貸倒引当金 △0 △0
固定資産 30,515 31,351
　有形固定資産 3,305 2,381
　 建物 1,522 1,651
　 構築物 2 3
　 車両運搬具 7 11
　 工具、器具及び備品 1,652 395
　 土地 119 313
　 建設仮勘定 0 6
　無形固定資産 386 742
　 ソフトウエア 218 660
　 その他 168 82
　投資その他の資産 26,824 28,226
　 投資有価証券 5,047 5,523
　 関係会社株式 5,530 6,565
　 出資金 550 570
　 長期貸付金 3 8
　 関係会社長期貸付金 14,183 14,252
　 破産更生債権等 64 12
　 長期前払費用 9 24
　 敷金及び保証金 2,957 3,412
　 その他 132 538
　 貸倒引当金 △1,493 △2,343
　 投資損失引当金 △161 △338
資産合計 64,819 67,518

科目 第31期
2019年3月31日現在

（ご参考）
第30期

2018年3月31日現在

負債の部
流動負債 21,356 18,738
　買掛金 7,719 7,448
　短期借入金 5,760 4,040
　関係会社短期借入金 1,868 2,306
　1年内返済予定の長期
　借入金 2,500 2,500
　未払金 2,302 1,244
　未払費用 15 20
　未払法人税等 72 －
　未払消費税等 52 －
　前受金 606 317
　預り金 295 459
　前受収益 15 16
　賞与引当金 99 132
　資産除去債務 － 145
　リース債務 17 24
　その他 31 82
固定負債 9,057 11,929
　長期借入金 4,757 7,257
　退職給付引当金 600 571
　長期預り保証金 2,855 2,990
　資産除去債務 787 801
　リース債務 1 17
　繰延税金負債 54 291
　その他 0 0
負債合計 30,414 30,667
純資産の部
株主資本 33,821 36,191
　資本金 7,948 7,948
　資本剰余金 7,994 7,994
　 資本準備金 7,994 7,994
　利益剰余金 19,699 22,069
　 利益準備金 9 9
　 その他利益剰余金 19,689 22,060
　 別途積立金 20,000 20,000
　 繰越利益剰余金 △310 2,060
　自己株式 △1,821 △1,821
評価・換算差額等 584 659
その他有価証券評価差額金 584 659

純資産合計 34,405 36,851
負債純資産合計 64,819 67,518
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損益計算書
（単位：百万円）

　

科目 第31期
( 2018年 4 月 1 日から)2019年 3 月31日まで

（ご参考）
第30期

( 2017年 4 月 1 日から)2018年 3 月31日まで
売上高 42,825 50,570
売上原価 33,987 41,681
　売上総利益 8,838 8,888
販売費及び一般管理費 11,837 15,934
　営業損失（△） △2,999 △7,045
営業外収益 1,035 1,233
　受取利息 113 119
　有価証券利息 0 2
　受取配当金 161 173
　仕入割引 92 129
　受取賃貸料 － 0
　出資分配金 96 186
　投資損失引当金戻入益 177 562
　関係会社貸倒引当金戻入益 326 －
　その他 67 60
営業外費用 119 619
　支払利息 81 77
　出資金償却 13 191
　関係会社貸倒引当金繰入額 － 306
　資金調達費用 3 5
　その他 20 37
　経常損失（△） △2,082 △6,430
特別利益 1,725 3,023
　固定資産売却益 29 555
投資有価証券売却益 361 －
　関係会社株式売却益 500 1,606
　関係会社貸倒引当金戻入益 800 813
　その他 33 48
特別損失 1,799 2,792
　固定資産売却損 1 0
　固定資産除却損 22 117
　投資有価証券評価損 － 2,185
　関係会社貸倒引当金繰入額 336 －
　減損損失 328 335
　関係会社株式評価損 633 136
　事業再編損 472 －
　その他 6 17
税引前当期純損失（△） △2,157 △6,199
法人税等 47 40
　法人税、住民税及び事業税 47 40
当期純損失（△） △2,204 △6,239
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2019年５月15日
フィールズ株式会社
　 取締役会 御中

三優監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岩 田 亘 人 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 熊 谷 康 司 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、フィールズ株式会社の2018年４月１日か
ら2019年３月31日までの第31期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

　

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

　

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第31期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、監査計画等に従い、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締
役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な
ものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議
の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評
価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(１)事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内
部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

(２)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３)連結計算書類の監査結果
会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月15日
　
　 フィールズ株式会社 監査役会

常 勤 監 査 役 池 澤 憲 一 ㊞
監 査 役 古 田 善 香 ㊞
監 査 役 アールフット依子 ㊞

（注）上記３名は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以 上
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開催日時
2019年６月19日（水曜日）　13時

開催会場
セルリアンタワー東急ホテル
B２F ボールルーム
東京都渋谷区桜丘町26番１号

電話番号
03-3476-3000（代表）

株主総会会場ご案内図

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用しています。

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

※受付開始は、12時を予定しております。
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道玄坂

京王井の頭線
渋谷駅 ハチ公前広場ハチ公前広場

セルリアンタワー前
歩道橋（希望の橋） 渋谷
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 JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン  ● 東急東横線
● 東急田園都市線  ● 京王井の頭線  ● 東京メトロ銀座線
● 東京メトロ半蔵門線  ● 東京メトロ副都心線

渋谷駅（JR南改札／京王井の頭線西口改札）より
徒歩5分交通のご案内

徒歩経路

セルリアンタワー
東急ホテル



第31回定時株主総会招集ご通知に際しての
　

インターネット開示事項
第31期

（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
　

◇事業報告
　

1 当社グループの現況に関する事項
　

（7）主要な事業内容
（8）従業員の状況
（9）主要な借入先

　

3 会社役員に関する事項
　

（3）社外役員に関する事項
②当事業年度における主要な活動状況
③責任限定契約の内容の概要

　

4 会計監査人の状況
　

5 会社の体制および方針
　

◇連結計算書類
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

　

◇計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表

　

◇監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

　
上記の事項は、法令および定款の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載することにより株主の
皆様に提供しております。

当社ウェブサイト：https://www.fields.biz/ir/
　

フィールズ株式会社
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事業報告
　
1 当社グループの現況に関する事項
　

（7）主要な事業内容
　

遊技機の企画・開発・製造・販売ならびに遊技機周辺のソリューション・サービスの提供
IPの企画・開発・販売
CGおよび映像作品の企画・制作・販売
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（8）従業員の状況
①当社グループの従業員数

従業員数 前連結会計年度末比増減

1,342名〔911名〕 　172名減
　

（注）１．従業員数は就業人員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
向者を含む）であり、臨時雇用者数（パート、アルバイト、嘱託、契約社員を含み、派遣社員を除く）は年間の平均人
員を〔 〕外数で記載しております。

２．前連結会計年度末に比べ従業員数が172名減少していますが、これは主に事業の再編に伴う人員減少等によるものです。
　

②当社の従業員数

従業員数 平均年齢 平均勤続年数

　 535名〔32名〕 　 38歳 3ヶ月 　 12年 0ヶ月
　

（注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パ
ート、アルバイト、嘱託、契約社員を含み、派遣社員を除く）は年間の平均人員を〔 〕外数で記載しております。

２．前事業年度末に比べ従業員数が193名減少していますが、これは主に事業の再編に伴う人員減少等によるものです。

（9）主要な借入先
　

借入先 借入額

株式会社三井住友銀行をエージェント
とするシンジケートローン（計４行） 11,760百万円
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3 会社役員に関する事項
　

（3）社外役員に関する事項
　

②当事業年度における主要な活動状況
　

区分 氏名 出席率 主要な活動状況

社外取締役 糸 井 重 里
取締役会
15回／19回
（78.95％）

コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経
験、独自の発想から当社のクリエイティブおよび経営指標に対し
て積極的な発言を行っております。

社外監査役 池 澤 憲 一

取締役会
19回／19回
（100.00％） グループ内部統制のベテランとして、経理・財務の知識や見識に

基づく発言を行っております。監査役会
16回／16回
（100.00％）

社外監査役 古 田 善 香

取締役会
19回／19回
（100.00％） 国税業務を担当してきた深い経験に基づく專門的見地からの発言

を行っております。監査役会
16回／16回
（100.00％）

社外監査役 アールフット依子

取締役会
14回／15回
（93.33％） コンテンツビジネス業界での長年の経営実績と豊富な経験に基づ

く高度な知識と専門性を背景に、多角的な視点から発言を行って
おります。監査役会

12回／13回
（92.30％）

（注）アールフット依子氏は、2018年６月20日開催の第30回定時株主総会において、監査役として選任され、就任いたしました。

③責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれの契約も金３百万円または法令の定める最低責
任限度額のいずれか高い額としております。
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4 会計監査人の状況
　

（1）当社の会計監査人の名称
　

　三優監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 53百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 59百万円
　

（注）１．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間およ
び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥
当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区
分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

３．当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額には、前事業年度に係る監査に対する
報酬のうち、2018年６月に同法人から報告を受け、当該報告に基づき2018年７月までに支払ったものを含めておりま
す。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　

会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいずれかの事由
に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役
会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解
任の理由を報告いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役

会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該
議案を株主総会に提案いたします。
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5 会社の体制および方針
　

（1）業務の適正を確保するための体制
　

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の業務ならびに当社および子会社からなる企業
集団（以下「当社グループ」という。）の業務の適正を確保するための体制を整備することについて、
取締役会で次のとおり決議しております。

　
①業務運営の基本方針
当社は、企業理念である「すべての人に最高の余暇を」のもと、継続的な企業価値の向上を実現さ
せるべく、経営の仕組みや組織体制の構築、社内業務全般にわたる諸規程の整備により、明確な権限
と責任をもって業務を遂行する。

　
②当社グループの取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制
a.当社グループの取締役および従業員は、当社グループの「企業行動規範」に基づき、適法かつ公
正な事業活動に努める。
b.当社は、当社グループの取締役および従業員の職務の執行が法令等に適合することを徹底するた
め、コンプライアンス担当取締役を任命するとともに、コンプライアンスに関連する諸規程およ
び内部通報制度を整備、運用し、取締役および従業員のコンプライアンスに関する意識向上を図
るための教育研修を実施する。
c.業務執行部門から独立した当社の内部監査部門である監査室が、当社グループ全体のコンプライ
アンスの運用状況について内部監査を実施し、定期的にその結果を当社の社長および監査役会な
らびに当社グループ各社社長に報告する。

　
③当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a.取締役の職務に係る取締役会議事録、稟議書等の重要文書その他の情報につき、文書管理規程等
に基づき保存および管理を行う。
b.取締役および監査役は、いつでも前項の文書を閲覧できるものとする。

　
④当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社グループのリスク管理体制を確保するため、リスク管理担当取締役を任命するとともに、リ
スク管理規程等を制定し、市場、投資、災害等のリスク状況の監視および全社的対応を行う。
b.当社グループの各部門所管業務に付随するリスク管理は、担当各部門が行う。また、当社グルー
プ各社は、職務権限・決裁に関する規程を整備、運用し、自ら業務執行に係るリスクの適切な管
理に努める。
c.取締役および従業員のリスク管理に関する意識向上を図るため、教育研修を実施する。
d.監査室は、当社グループの各部門の日常的なリスク管理状況の監査を実施する。是正または改善
の必要があるときには社長および監査役会ならびに当社グループ各社社長に報告し、主管部署ま
たは監査を受けた部署は、速やかにその対策を講ずる。

　
⑤当社グループの取締役および従業員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時にこれを開催することでスピーデ
ィーかつ効率的な経営判断を行う。
b.当社は、執行役員制度の採用により、業務執行における意思決定の迅速化を図る。
c.当社は、業務分掌規程、職務権限規程に基づき当社グループにおける責任と権限を明確にし、当
社グループ全体の業務執行の効率化を図る。
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d.当社グループ各社は、当社グループの経営方針に基づき、当社との間で方針と施策につき綿密な
協議を行い、互いに合意した経営計画に沿った企業経営を行う。また、当社グループ各社の日常
の業務執行については、関係諸規程に則し、規律と効率に留意するとともに、組織間の連携を実
現する。
e.当社グループでは、中期経営計画およびこれに基づく年度経営計画のもと、取締役および従業員
が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、目標達成に向けた効率的な業務執行
を行う。

　
⑥当社グループにおける職務の執行に係る事項の報告その他業務の適正を確保するための体制
a.当社は、関係会社管理規程を定め、当社グループ各社に対し、営業成績、財務状況その他の経営
上重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づけるとともに、コンプライアンスやリス
クマネジメント等の定性的な課題の把握に努める。
b.子会社・関連会社に対しては、日常の意思疎通、役員派遣、議決権行使などを通じて、業務の適
正を確保することを図る。
c.グループ間取引においては、法令・会計その他社会規範に則った適正な取引を行うための体制を
整備、運用する。
d.監査室は、当社および当社グループ会社の業務の状況について内部監査を実施し、その結果を当
社の社長および監査役会ならびに当社グループ各社社長に報告する。

e.当社に当社グループ各社の内部統制に関する担当部署を設けるとともに、当社とグループ会社と
の間の内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステム
を構築する。

　
⑦当社監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事
項、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項および当社監査役の当該従業員に対する指示の実
効性の確保に関する事項
a.当社は、監査役が補佐する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配置する。なお、
当該従業員が他部署を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先する。
b.当該従業員の人事評価、配属、処遇、人事異動、懲戒処分等については事前に監査役と協議し、
それらの事項を決定する。

　
⑧当社監査役への報告に関する体制
a.当社グループの役員および従業員は、重大な法令違反や当社グループに損害を及ぼすおそれのあ
る事実その他事業運営上の重要事項を発見した場合は、適時、適切な方法により監査役に報告す
る。これらの者から報告を受けた者も、遅滞なく監査役に報告する。
b.監査役は、必要がある場合には、いつでも当社グループの役員および従業員に対して重要事項の
報告を求めることができる。
c.監査役は、当社グループ各社の取締役会への出席のほか、執行役員会その他の業務執行上重要な
会議に出席することができる。また、当該会議体の議事録等の関連資料を閲覧し、その説明を求
めることができる。
d.当社グループは、内部通報制度を設置し、当社のコンプライアンス担当取締役が当社グループ全
体のコンプライアンス等に関する情報を一元管理するとともに、かかわる情報を定期的に監査役
に報告する。

　
⑨当社監査役に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制
当社は、監査役への報告を行った者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行う
ことを禁止し、その旨を当社グループの役員および従業員に周知徹底する。

宝印刷株式会社 2019年05月28日 16時08分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 7 ―

コーポレート・ガバナンス推進体制

株主総会

監査室

執行役員会

選任・解任 選任・解任選任・解任

連携

連携報告

選定・解職

取締役会

業務部門

報告

報告

内部監査

選定/不再任/解任の決定/
会計監査相当性確認/独立性確認

連携

会計監査

監査

報告

監査役会

会計監査人

代表取締役

⑩当社監査役の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の遂行によって生ずる費用および債務については、当該費用等が当該監査役の職務の
遂行に必要でないと認められた場合を除き、基本的に制限することなく円滑に処理する。

　
⑪その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、いつでも当社グループの役員および従業員に対し個別ヒアリングの機会を求めること
ができるとともに、当社の社長、監査室および会計監査人との間で定期的に意見交換会を開催す
る。
b.当社グループ各社の監査役は、四半期に１回、グループ監査役会を開催し、情報の共有、意見交
換等を行う。
c.監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他外部専門家に相
談することができ、その費用は当社が負担する。

　
⑫反社会的勢力の排除に向けた体制
a.当社グループは、反社会的勢力・団体とは一切の関係を遮断することを基本方針とし、経営活動
への関与を拒絶し、健全な会社経営を行う。また、反社会的勢力・団体によるいかなる接触に対
しても組織として毅然とした対処をする。
b.期せずして反社会的勢力と関係を有することが判明した場合でも、反社会的勢力排除条項を契約
書等に定めることにより、速やかに関係を遮断するための体制を整える。
c.当社グループ各社の役員および従業員に対し、反社会的勢力・団体とは一切の関係を遮断するべ
く、周知徹底を行う。

d.不当要求の対応等に関する対応部署を定め、管轄警察署等関係諸機関とも連携し、情報の収集・
管理に努めるとともに、不当要求に対しては毅然とした態度で臨む。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用の状況の概要
　

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであ
ります。

①取締役の職務の執行
当社は、取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時にこれを開催することでスピーディ
ーかつ効率的な経営判断を行うとともに、独立社外取締役が、独立かつ客観的な立場から意見を行う
ことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。

②内部監査体制に対する取り組み
内部監査部門は、内部監査計画に基づき、当社グループ全体の内部統制システムの運用状況につい

て内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長および監査役会ならびに当社グループ会社社長に報
告しております。
また、内部監査部門は、内部監査の結果を適時、監査役会に共有し、連携体制を確保しておりま
す。毎月開催される監査役会では、監査役による取締役および重要な従業員から個別ヒアリングの機
会を設けており、内部監査部門も同席しております。さらに監査役会と会計監査人は定期的に意見交
換会を開催し、十分な連携の確保に努めております。

　
③監査役の職務の執行
当社の監査役会は、社外監査役３名で構成されており、うち、常勤監査役１名を含む３名を独立役
員に指定しております。
常勤監査役は、日常の監査等において収集した情報を適切に監査役会に報告し、情報の共有を行っ
ております。非常勤監査役は、それぞれの専門分野や見識に基づき、多角的な視点において職務を遂
行しております。
また、常勤監査役は、取締役会以外の場においても社外取締役と意見交換を行っており、社外取締
役の独立性を損なうことなく情報収集に努めております。
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（3）株式会社の支配に関する基本方針
　

該当事項はありません。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
　

当社は、企業価値の向上を経営の重要課題と位置づけ、利益に応じた適正な配当を行うことを基本方
針としております。
一方、市場環境の急激な変化に伴い、中長期的な視点で財務基盤の安定化を図り、収益拡大に向けた
投資資金の確保を優先することが、将来的な企業価値向上も含めた最大の株主還元につながると判断し
ております。
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連結計算書類

連結株主資本等変動計算書（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2018年４月１日残高 7,948 7,579 20,684 △1,821 34,391

当期変動額

剰余金の配当 － － △165 － △165
親会社株主に帰属する
当期純損失（△） － － △298 － △298

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額) － － － － －

当期変動額合計 － － △464 － △464

2019年３月31日残高 7,948 7,579 20,220 △1,821 33,927

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益
累計額合計

2018年４月１日残高 669 0 △53 617 500 35,509

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △165
親会社株主に帰属する
当期純損失（△） － － － － － △298

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額) △71 △0 76 5 55 60

当期変動額合計 △71 △0 76 5 55 △403

2019年３月31日残高 598 0 23 622 555 35,105
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連結注記表
　

Ⅰ.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
　1． 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 …………………… 14社

連結子会社の名称 ………………… フィールズジュニア株式会社
新日テクノロジー株式会社
株式会社BOOOM
株式会社マイクロキャビン
株式会社クロスアルファ
株式会社スパイキー
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社
株式会社フューチャースコープ
株式会社デジタル・フロンティア
集拓聖域股份有限公司
株式会社GEMBA
株式会社七匠
株式会社円谷プロダクション

　前連結会計年度において、持分法適用関連会社であった株式会社七匠は、連結子会社である株式会社ク
ロスアルファが株式を取得したため、持分法適用の範囲から除外し、連結子会社に含めています。

（2）主要な非連結子会社の名称 ……… 株式会社ヒーローズ・プロパティーズ
株式会社エイプ
株式会社エフ
フィールズ総研株式会社
ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社

　ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社は、2019年１月24日付でぱちんこパチスロ情報ス
テーション株式会社に商号を変更しています。

（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためです。
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　2． 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社数 ………… 4社

持分法を適用した関連会社の名称 …… 株式会社総合メディア
株式会社エスピーオー
株式会社角川春樹事務所
株式会社ナンバーナイン

　前連結会計年度において、持分法適用関連会社であった株式会社ミズホ及び日本アミューズメント放送
株式会社は、全ての株式を売却したため、また、株式会社ヒーローズは、一部の株式を譲渡したため、持
分法適用の範囲から除外しています。
　前連結会計年度において、持分法適用関連会社であった株式会社七匠は、連結子会社である株式会社ク
ロスアルファが株式を取得したため、持分法適用の範囲から除外し、連結子会社に含めています。

（2）持分法を適用しない非連結
子会社及び関連会社の名称 …………… 株式会社ヒーローズ・プロパティーズ

株式会社エイプ
株式会社グラマラス
ジー・アンド・イー株式会社
株式会社エフ
フィールズ総研株式会社
ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社

　ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社は、2019年１月24日付でぱちんこパチスロ情報ス
テーション株式会社に商号を変更しています。

（持分法を適用しない理由）
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金 (持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しています。

（3）持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の仮決算に基づく計算
書類を使用しています。
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　3． 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的の債券 ……… 償却原価法（定額法）
その他有価証券
時価のあるもの ………… 連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの ………… 移動平均法による原価法

② たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっています。

1 商品
　当社
中古遊技機 …………… 個別法
その他 ………………… 移動平均法
連結子会社 ……………… 総平均法

2 仕掛品
連結子会社 ……………… 個別法

3 原材料
当社 ……………… 移動平均法
連結子会社 ……………… 総平均法

4 貯蔵品 ……………………… 最終仕入原価法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 ……………… 当社及び国内連結子会社は定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物について
は、定額法を採用しています。
主な耐用年数は次の通りです。
建物及び構築物 ３～50年
機械装置及び運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ３～20年

② 無形固定資産 ……………… 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年以内）に基づく定額法を採用しています。

③ 長期前払費用 ……………… 定額法
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（3）重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 …………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しています。

② 賞 与 引 当 金 …………… 当社及び一部の連結子会社においては、従業員に対して支給する賞与の
支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を
計上しています。

③ 役員賞与引当金 …………… 一部の連結子会社においては、役員に対して支給する賞与の支出に備え
るため、当連結会計年度における支給見込額に基づき、当連結会計年度
に見合う分を計上しています。

④ 返品調整引当金 …………… 一部の連結子会社においては、将来の返品による損失に備えるため、返
品による損失見込額を計上しています。

（4）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理 ……… 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係

る控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処
理しています。

② のれんの償却方法
及び償却期間

………… のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積もり、
10年以内の合理的な年数で均等償却しています。

③ 退職給付に係る負債の
計上基準

…… 当社においては、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に
おける退職給付債務の見込額に基づき計上しています。
また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理することとしています。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部に
おけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上して
います。
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、
退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しています。
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Ⅱ.表示方法の変更
　連結貸借対照表
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）に伴う、「会社法
施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 2018年３月26日）を当連結会計年度か
ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
　この結果、前連結会計年度において「流動資産」の「繰延税金資産」475百万円及び「固定負債」の「その
他」に含まれている「繰延税金負債」のうちの20百万円を、当連結会計年度においては「投資その他の資産」
の「繰延税金資産」608百万円に含めて表示しています。

Ⅲ.連結貸借対照表に関する注記
　1． 有形固定資産の減価償却累計額 建物及び構築物 2,963百万円

機械装置及び運搬具 87百万円
工具、器具及び備品 3,875百万円
　 合 計 6,926百万円

　
　2． 担保資産及び担保付債務
（1）連結会社の担保に供している資産及び担保付債務
建物 807百万円
土地 1,519百万円
　 合 計 2,326百万円

（注）上記金額は連結会社と金融機関との間で締結した融資契約に基づき、根抵当権を設定したものです。
　

1年内返済予定の長期借入金 80百万円
長期借入金 2,090百万円
　 合 計 2,170百万円

　
（2）連結会社以外の会社の借入金の担保に供している資産
定期預金 100百万円
　 合 計 100百万円
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　3． 偶発債務
当社は遊技機メーカーからパチンコホールへの遊技機販売を代行する際に、その遊技機代金について保証
を行っています。
株式会社ザシティ 51百万円
朝日商事株式会社 15百万円
株式会社ニイミ 13百万円
株式会社東横商事 12百万円
株式会社オータ 10百万円
有限会社東横商事 10百万円
株式会社ガイア 9百万円
株式会社ＡＢＣ 8百万円
株式会社コロナワールド 8百万円
株式会社五輪 8百万円
その他 191百万円
　 合 計 341百万円
　

Ⅳ.連結株主資本等変動計算書に関する注記
　1． 当連結会計年度末日における発行済株式の数 34,700,000株
　2． 配当に関する事項
（1）配当金支払額

　

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2018年６月20日
定時株主総会 普通株式 165百万円 5円 2018年３月31日 2018年６月21日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2019年６月19日
定時株主総会 普通株式 331百万円 利益剰余金 10円 2019年３月31日 2019年６月20日
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Ⅴ.金融商品に関する注記
　1． 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループでは一時的な余資は安全性の高い金融資産を中心に運用する方針です。
短期的な運転資金は銀行借入により調達し、中長期的な資金調達に関しては、資金使途及び市場環境に
照らし適切に判断していく方針です。
また、デリバティブ取引については、投機的な取引は行っていません。

（2）金融商品の内容及びリスク
受取手形及び売掛金、電子記録債権は通常の営業活動に伴い生じた営業債権であり、顧客の信用リスク
に晒されています。投資有価証券は主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連するものであり、市場
価格の変動リスクに晒されています。
支払手形及び買掛金は通常の営業活動に伴い生じた営業債務であり、全て１年以内に支払い期日が到来
します。未払法人税等は法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、全て１年以内に納付期日が到来し
ます。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
受取手形及び売掛金、電子記録債権については、債権管理規程に従い各事業部門で取引相手ごとに期

日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握に努めています。デリ
バティブ取引にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取引を行って
います。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、資金運用管理規程に従い、管理本部において定期的に時価や発行会社の財

政状態等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。デリバティブ
取引については、資金運用管理規程に従い、管理本部において管理しています。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき、管理本部が適時に資金繰計画を作成・更新し流動性リスクを管理してい
ます。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれています。
当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。

（5）信用リスクの集中
該当事項はありません。
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　2． 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めていません。（（注２）を参照く
ださい。）

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 28,907 28,907 －
（2）受取手形及び売掛金 7,267

貸倒引当金（※1） △108
7,159 7,159 －

（3）電子記録債権 1,070 1,070 －
（4）投資有価証券
①満期保有目的の債券 200 200 0
②その他有価証券 4,555 4,555 －

（5）長期貸付金 1,738
貸倒引当金（※2） △1,617

120 120 0
資産計 42,013 42,013 0

（1）支払手形及び買掛金 8,436 8,436 －
（2）短期借入金 5,960 5,960 －
（3）１年内返済予定の長期借入金 2,580 2,604 24
（4）長期借入金 6,847 6,821 △25
（5）未払法人税等 122 122 －

負債計 23,947 23,946 △1

（※1）受取手形及び売掛金について対応する貸倒引当金を控除しています。
（※2）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
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（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってい
ます。

（2）受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権
受取手形及び売掛金、電子記録債権はすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該帳簿価額によっています。

（4）投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された
価格によっています。

（5）長期貸付金
これらの時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッド

を上乗せした利率で割引いた現在価値により算定しています。
負債
（1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっています。

（3）１年内返済予定の長期借入金、（4）長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で
割引いた現在価値により算定しています。

（5）未払法人税等
未払法人税等はすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっています。

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 330
子会社株式 37
関連会社株式 662

合計 1,030
　

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有価証
券」には含めていません。
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（注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

区分 １年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

（1）現金及び預金 28,907 － － －
（2）受取手形及び売掛金 7,267 － － －
（3）電子記録債権 1,070 － － －
（4）投資有価証券

満期保有目的の債券（その他）（※1） － － － 200
（5）長期貸付金（※2） － 120 － －

合計 37,245 120 － 200
　

(※1) 10年超償還予定の満期保有目的の債券200百万円については、期限前償還条項が行使され、当連結会
計年度末日後に、１年以内償還となることが確定しています。

(※2) 長期貸付金のうち、償還予定額が見込めない1,617百万円は含めていません。

（注４） 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

区分 １年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 2,580 2,580 2,337 80 80 1,770
合計 2,580 2,580 2,337 80 80 1,770

Ⅵ.賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しています。

Ⅶ.１株当たり情報に関する注記
　1．１株当たり純資産額 1,041円16銭
　2．１株当たり当期純損失 8円99銭

Ⅷ.重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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Ⅸ.その他の注記
　1． 当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約について

当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及び
タームローン契約を締結しています。これらの契約に基づく当連結会計年度末日の借入金未実行残高は次
の通りです。

当座貸越限度額、貸出コミットメント及び
タームローンの総額 30,000百万円
借入実行残高 11,760百万円
差引額 18,240百万円

上記の当座貸越契約、貸出コミットメント契約、タームローン契約について、以下の財務制限条項が付
されています（契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しています）。
① 各連結会計年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額
を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年３月期末日の金額のいずれか大きいほうの
75％以上に維持すること。

② 2018年３月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書及び単体の損益計算
書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。

当社は、当連結会計年度において、上記②について、２期連続して連結経常損失を計上したことによ
り、ローン契約における財務制限条項に抵触している状況にあります。しかしながら、主要取引銀行と緊
密な関係を維持し、定期的に建設的な協議を継続していることから、今後も主要取引銀行より継続的な支
援が得られるものと考えています。また、手許資金は十分確保しており、当面の資金状況は安定的に推移
する見通しです。

　2． 減損損失
当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しました。

用途 場所 種類 金額

事務所 東京都渋谷区他 建物
工具、器具及び備品他 126百万円

事業用資産 東京都渋谷区他
工具、器具及び備品
土地
無形固定資産

151百万円
　
　

当社グループは、単一事業であることから、事業用資産についてはキャッシュ・フローを生み出す最小
単位ごとにグルーピングする方法をとっています。
この結果、収益性が低下した資産グループ及び移転、撤退の意思決定がなされた資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しました。
その内訳は、建物108百万円、工具・器具及び備品54百万円、土地3百万円、無形固定資産111百万円
です。
なお、当該資産グループの回収可能価額の算定は、使用価値により測定しています。使用価値は、将来

キャッシュ・フローがマイナスないし見込むことが困難であるため、零として評価しています。
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計算書類

株主資本等変動計算書（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
2018年４月１日残高 7,948 7,994 7,994
当期変動額
剰余金の配当 － － －
当期純損失（△） － － －
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額) － － －

当期変動額合計 － － －
2019年３月31日残高 7,948 7,994 7,994

（単位：百万円）
株主資本

利益剰余金
自己株式 株主資本合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

2018年４月１日残高 9 20,000 2,060 22,069 △1,821 36,191
当期変動額
剰余金の配当 － － △165 △165 － △165
当期純損失（△） － － △2,204 △2,204 － △2,204
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額) － － － － － －

当期変動額合計 － － △2,370 △2,370 － △2,370
2019年３月31日残高 9 20,000 △310 19,699 △1,821 33,821

（単位：百万円）
評価 ・ 換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

2018年４月１日残高 659 659 36,851
当期変動額
剰余金の配当 － － △165
当期純損失（△） － － △2,204
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額) △75 △75 △75

当期変動額合計 △75 △75 △2,446
2019年３月31日残高 584 584 34,405
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個別注記表
　

Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記
　1． 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

満期保有目的の債券 ……………… 償却原価法（定額法）
子会社及び関連会社株式 ………… 移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの ………………… 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）

時価のないもの ………………… 移動平均法による原価法

（2）たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっています。
商品
中古遊技機 ……………………… 個別法
その他 …………………………… 移動平均法
原材料 ……………………………… 移動平均法
貯蔵品 ……………………………… 最終仕入原価法

　2． 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産 ……………………… 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築
物については、定額法を採用しています。
主な耐用年数は次の通りです。
建物 ３～38年
構築物 10～15年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ３～20年

（2）無形固定資産 ……………………… 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年以内）に基づく定額法を採用しています。

（3）長期前払費用 ……………………… 定額法
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　3． 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金 ………………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

（2）賞与引当金 ………………………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のう
ち当事業年度に負担すべき額を計上しています。

（3）退職給付引当金 …………………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務の見込額に基づき計上しています。
また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、そ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしています。
なお、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照
表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。

（4）投資損失引当金 …………………… 関係会社への投資に対する損失に備えるため、投資先の財政状態等
を勘案して必要額を計上しています。

　4． 収益及び費用の計上基準
代行店販売については、遊技機を遊技機使用者へ納品し、遊技機製造者へ機器代金を納めたときに、手
数料収入及び手数料原価として計上しています。

　5． その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 ……………… 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産

に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用とし
て処理しています。
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Ⅱ.表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）に伴う、「会社法

施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 2018年３月26日）を当事業年度から適
用し、税効果関係注記において、税効果会計基準一部改正第４項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解
（注８）(1)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しています。

Ⅲ.貸借対照表に関する注記
　1． 有形固定資産の減価償却累計額 建物 2,490百万円

構築物 43百万円
車両運搬具 18百万円
工具、器具及び備品 2,526百万円
　 合 計 5,079百万円

　
　2． 担保資産

他の会社の借入金の担保に供している資産
定期預金 100百万円
　 合 計 100百万円

　
　3． 偶発債務
（1）当社は遊技機メーカーからパチンコホールへの遊技機販売を代行する際に、その遊技機代金について保

証を行っています。
株式会社ザシティ 51百万円
朝日商事株式会社 15百万円
株式会社ニイミ 13百万円
株式会社東横商事 12百万円
株式会社オータ 10百万円
有限会社東横商事 10百万円
株式会社ガイア 9百万円
株式会社ＡＢＣ 8百万円
株式会社コロナワールド 8百万円
株式会社五輪 8百万円
その他 191百万円
　 合 計 341百万円

　

宝印刷株式会社 2019年05月28日 16時08分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 26 ―

（2）他の会社の金融機関からの借入に対して、次の通り債務保証を行っています。
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社 2,170百万円
　 合 計 2,170百万円
　

　4． 関係会社に対する金銭債権・債務
　短期金銭債権 455百万円
　長期金銭債権 253百万円
　短期金銭債務 2,118百万円

　
Ⅳ.損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
　営業取引 （売上取引） 163百万円

（仕入取引） 11,284百万円
（そ の 他） 673百万円

　営業取引以外の取引 134百万円
　
Ⅴ.株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の数 1,516,300株
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Ⅵ.税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳
　繰延税金資産
　退職給付引当金 183百万円
　貸倒引当金 457百万円
　投資損失引当金 49百万円
　賞与引当金 30百万円
　投資有価証券評価損 695百万円
　商品化権前渡金評価損 221百万円
　関係会社株式評価損 1,146百万円
　前渡金評価損 85百万円
　減価償却損金算入限度超過額 437百万円
　資産除去債務 241百万円
繰越欠損金 5,386百万円
　その他 454百万円
繰延税金資産小計 9,389百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △5,386百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △3,879百万円
評価性引当額小計 △9,265百万円
繰延税金資産合計 123百万円

　繰延税金負債
資産除去費用 123百万円
　その他投資有価証券評価差額金 54百万円
繰延税金負債合計 178百万円
繰延税金資産（負債）の純額 △54百万円

　
Ⅶ.リースにより使用する固定資産に関する注記
オペレーティング・リース取引（借主側）
　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 226百万円
１年超 323百万円
合 計 550百万円
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Ⅷ.関連当事者との取引に関する注記
（単位：百万円）

属性 会社等の名称

議決権等の
所有

（被所有）
割合

関係内容
取引の内容 取引

金額 科目 期末
残高役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
ルーセント・ピクチャーズ
エ ン タ テ イ ン メ ン ト
株 式 会 社

所有
直接
99.89％

2名 債務保証
不動産の賃借 － － 債 務 保 証

(注 1) 2,170

子会社 株 式 会 社 B O O O M
所有
直接

100.00％
3名

資金の借入
企画に関する
業務委託

資金の返済 233 関 係 会 社
短期借入金 1,026

子会社 株式会社クロスアルファ
所有
直接

100.00％
1名 資金の援助 資金の貸付

（注 2） 1,430 関 係 会 社
長期貸付金 1,430

子会社
（注 3） 株 式 会 社 七 匠

所有
直接
38.89％
間接
27.78％

1名
資金の援助
遊技機の仕入
商品化権の
販売

貸付金の返済 1,500 関 係 会 社
長期貸付金 9,950

遊技機の仕入
（注 4,5） 6,682 買 掛 金 1,468

関連会社
(注 6) 株 式 会 社 ミ ズ ホ － － 資金の援助

遊技機の仕入 貸付金の返済 800 － －

主 要 株 主
（法人）が
議決権の過
半数を所有
している会
社（当該会
社の子会社
を含む）

株 式 会 社 ビ ス テ ィ
（注 8） － －

遊技機の
仕入・販売
商品化権の
販売

事業用資産の
取得
(注 4,9)

1,273 未 払 金 1,042

遊技機の
代行店販売
手数料収入
（注 4,7）

1,751 売 掛 金 1,247

遊技機の仕入
（注 4,5） 3,094 買 掛 金 2,256

　
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．債務保証については、保証料の支払いを受けていません。

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しています。
３．関連会社であった株式会社七匠は、子会社である株式会社クロスアルファが株式を取得したため、子会社としています。
４．取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
５．遊技機の仕入については、一般的取引条件と同様に決定しています。
６．株式会社ミズホは、2018年７月19日付で全ての株式を売却したことに伴い関連会社から除外したため、取引金額は
2018年７月19日までの取引金額を記載しています。

７．遊技機の代行店販売手数料収入については、一般的取引条件と同様に決定しています。
　８．株式会社ビスティは、当社の主要株主である株式会社SANKYOが議決権の100％を直接所有している会社です。
　９．事業用資産の取得については、一般的取引条件と同様に決定しています。
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Ⅸ.１株当たり情報に関する注記
　1．１株当たり純資産額 1,036円82銭
　2．１株当たり当期純損失 66円44銭
　

Ⅹ.重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

Ⅺ.その他の注記
　1．当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約について

当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及び
タームローン契約を締結しています。これらの契約に基づく当事業年度末日の借入金未実行残高は次の通
りです。

当座貸越限度額、貸出コミットメント及び
タームローンの総額 30,000百万円
借入実行残高 11,760百万円
差引額 18,240百万円

上記の当座貸越契約、貸出コミットメント契約、タームローン契約について、以下の財務制限条項が付
されています（契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しています）。
① 各事業年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、当
該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年３月期末日の金額のいずれか大きいほうの75％以
上に維持すること。

② 2018年３月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書上
の経常損益を２期連続して損失としないこと。

当社は、当事業年度において、上記②について、２期連続して経常損失を計上したことにより、ローン
契約における財務制限条項に抵触している状況にあります。しかしながら、主要取引銀行と緊密な関係を
維持し、定期的に建設的な協議を継続していることから、今後も主要取引銀行より継続的な支援が得られ
るものと考えています。また、手許資金は十分確保しており、当面の資金状況は安定的に推移する見通し
です。
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　2． 減損損失
当社は、以下の資産について減損損失を計上しました。
用途 場所 種類 金額

事務所 東京都渋谷区他 建物
工具、器具及び備品他 126百万円

事業用資産 東京都渋谷区他 工具、器具及び備品
無形固定資産 202百万円

　
　

当社は、単一事業であることから、事業用資産についてはキャッシュ・フローを生み出す最小単位ごと
にグルーピングする方法をとっています。
この結果、収益性が低下した資産グループ及び移転、撤退の意思決定がなされた資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しました。
その内訳は、建物108百万円、工具・器具及び備品54百万円、無形固定資産165百万円です。
なお、当該資産グループの回収可能価額の算定は、使用価値により測定しています。使用価値は、将来

キャッシュ・フローがマイナスないし見込むことが困難であるため、零として評価しています。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2019年５月15日

フィールズ株式会社
　 取締役会 御中

三優監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岩 田 亘 人 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 熊 谷 康 司 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、フィールズ株式会社の2018年４月１日から2019
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

　
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィールズ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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